
バリデーション審査結果等の概要 

平成 22年 11月４日 

 

(1)プロジェクトの概要 
プロジェクト名 高知県梼原町雲の上の間伐推進プロジェクト 
申請受理日 平成 22年 8月 9日 

プロジェクト代表事業者 梼原町 
プロジェクト事業者 梼原町森林組合 
プロジェクト参加者 全日本空輸株式会社 

一般社団法人 more trees 
オフセット・クレジット

（J-VER）取得予定者 
梼原町 

プロジェクト概要 １ 背景 

梼原町は、林野面積が 21,511ha と町の総面積の 91％を占め
る森林資源の豊富な町であるが、木材価格の低下による林業の

採算性が著しく悪化しており、森林所有者等の森づくりや林業

に対する意欲の低下、町外に居住する所有者が増加するなど、

適正な森林管理がされないまま放置され、荒廃へと繋がる森林

が増加している。そのため、町では森林整備に対して独自の交

付金を交付し、荒廃森林の増加の防止を図っている。 
町有林においては、他の民有林のモデルとなるような森林づ

くりを積極的に実施するほか、高知県の環境先進企業との協働

の森づくり事業パートナーズ協定をＡＮＡ、more trees、矢崎
総業、日本道路の 4 社と締結し、よりよい環境づくりのため、
企業からの協賛を得て、森林整備や地域住民との交流事業を企

業と手を携えて取り組んでいる。 
また、プロジェクト事業者である梼原町森林組合は、日本初

のＦＳＣ認証を取得し、認証森林の面積は 13,237.55haと町内
人工林面積の 6割以上を占めている。 

２ 目的 

本事業では、採算性の低い梼原町内の森林の整備を加速化さ

せることで、二酸化炭素（CO2）の吸収量を増大させることを
目的とし、CO2吸収量を将来的に金銭価値化（クレジット化）
させることにより、森林整備にかかる費用の一部を賄うことで、

森林整備及び木材搬出のためのコスト負担を軽減し、間伐の促



進を図っていくこと、さらには、計画的な森林整備によって林

業従事者の就労の場を確保し、雇用の安定化と担い手の育成・

確保など、森林を取り巻く林業の再生を図る目的も持ち合わせ

ている。 

３ 内容 

町有林のうち間伐の必要なスギ、ヒノキの人工林 154.55ha
をプロジェクト対象地とし、森林施業計画に基づいて間伐施業

を実施することにより、森林吸収量を増大させることとしてい

る。また、当プロジェクトを実施することで、オフセット・ク

レジット（J-VER）制度による資金を調達することにより、森
林所有者の負担を軽減することで、森林整備を推進していくこ

とが可能となるとともに、公益性を高め、温暖化対策としての

CO2吸収源対策の推進が期待され、更にこのプロジェクトによ
り、森林整備が加速し、森林資源の循環による安定的な雇用の

創出や地域山村での人口の拡大・新規定着など、山村地域の産

業振興が推進されるほか、環境モデル都市として、採算のとれ

る林業の新たなモデルを普及させる効果が期待されることとし

ている。 
また、間伐の方法としては、本数間伐率で、30％もしくは 40％
の定性間伐（単木間伐）での実施を計画しており、当プロジェ

クトの対象森林においては持続的で適正な森林の管理を維持す

るため、プロジェクト期間終了後 10 年間の平成 35 年 3 月 31
日まで森林施業計画を更新していく予定となっている。 

 

プロジェクト期間 2007年 11月 1日～2013年 3月 31日 
クレジット期間 2008年 4月 1日～2013年 3月 31日 

年度 2008 2009 2010 2011 2012 合計 
想定吸収量 

t-CO2 13 37 812 963 1,018 2,845

ポジティブリスト No. R. 001 

方法論 
JRAM 001（森林経営活動による CO2吸収量の増大（間伐促進
型プロジェクト）に関する方法論） 

 



 
(2) 審査結果 
※審査内容におけるアルファベットは申請書、ローマ数字はモニタリングプランにおけるセクションをしている。 

審査内容 バリデーションチームの審査結果 
プロジェクト情

報（A・B） 
申請書及び付属資料の文書レビュー、各要員に対するインタビューを

通じ、申請書に記載されたプロジェクト情報について検討を行った結果、

重要性の点から適正に表示されており、高知県オフセット・クレジット

（高知県 J-VER）制度及びオフセット・クレジット（J-VER）制度に依
拠して作成されていることを確認した。 

適格性要件（C） 申請書に記述された方法論は、ポジティブリストにおいて要求される

適格性要件の全てを満たしていることを、申請書及び付属資料の文書レ

ビューにより確認し、各要員へのインタビューにより裏づけを得た。 
条件１：プロジェクト実施地が、森林法第 5 条又は第 7 条の 2 に定める
森林であるかについては、森林施業計画書により、プロジェクト実施

地が森林施業計画書に記載されていることを確認し、高知県、梼原町

の森林基本図によって対象森林と「資料 3-1、資料 3-2、資料 3-3」が
合致していることを確認した。また、森林施業計画書は、施業計画認

定書において以下のとおり確認した。 

認定番号：19-9（変 2-22） 
また、梼原町森林整備計画に適合するものとして認定されている事

を確認した。 

条件２：プロジェクト実施地において行われる施業は、条件を満たす間

伐であり、妥当と判断される。また、森林施業計画書により下記の事

項を確認した。 
・対象森林を含む森林全体について、土地転用は計画されていない。 
・プロジェクト実施地以外の国有林について、主伐が計画（実施）さ

れているものの、主伐後に適切な更新（植栽）が計画（実施）されて

いる。 
・間伐期についても、森林施業計画書により、2007 年 4 月 1 日以降
に実施、もしくは計画されている。 
条件３：プロジェクト実施地が、以下のとおり、持続的な森林経営の対

象地であることが証明可能であり、妥当と判断される。 
森林施業計画書は、施業計画認定書において上記の認定番号によっ

て、梼原町森林整備計画に適合するものとして認定されていることを

確認した。 
また、国有林については、森林施業協定書に記載されている森林で



あることを確認した。 

排出量・吸収量算 
定（Ⅰ･Ⅱ） 

モニタリング及び付属資料の文書レビュー、各要員に対するインタビ

ューを通じ、モニタリングプランに示されている吸収量算定式及び結果

は、方法論及びモニタリング方法ガイドラインに準拠しており、重要性

の点から適正に表示されていることを確認した。 
モニタリング計

画 
（Ⅲ～Ⅵ） 

モニタリング及び付属資料の文書レビュー、各要員に対するインタビ

ューを通じ、モニタリングプランに示されているモニタリング計画は、

方法論及びモニタリング方法ガイドラインに準拠しており、重要性の点

から適正に表示されていることを確認した。 
その他の論点 申請書及び付属資料の文書レビュー、各要員に対するインタビューを

通じ、申請書に記載された関連する許認可及び関連法令等の遵守状況な

どのその他の事項について、重要性の観点から適正に表示されており、

高知県オフセット・クレジット（高知県 J-VER）制度及びオフセット・
クレジット（J-VER）制度に依拠して作成されていることを確認した。 

高知県オフセッ

ト・クレジット認

証運営委員会へ

の推奨 

バリデーションチームは、デスクレビュー、インタビュー及び現地レ

ビューの結果によって、本プロジェクトが、高知県オフセット・クレジ

ット（高知県 J-VER）制度及びオフセット・クレジット（J-VER）制度
のポジティブリストの適格性基準、方法論に依拠して作成されているこ

とを確認し、本プロジェクトに対し高知県オフセット・クレジット認証

運営委員会による登録を行うことを推奨する。 

 

(3) パブリックコメントの概要 
該当箇所 ご意見 

意見募集期間中にいただいたご意見はなかった。 

 

(4) 認証運営委員会 
第３回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会（平成 22年 11月 4日）において
審査される。 


